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該当ページ 修正前 修正後 修正理由 

地震-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1章 災害予防計画 

（省略） 

第２節 地震に強いまちづくり 

第1 防災まちづくりの推進 

（省略） 

３．防災拠点の整備 

（省略） 

拠点の種類 予定施設名 

災害対策本部（代替

施設） 
本庁舎 （水道事務所、中央公民館） 

医療救護所 総合保健福祉会館、各中学校 

後方医療機関 
東京医科大学茨城医療センター、県立医

療大学附属病院 

遺体安置所 町民体育館 

緊急消防援助隊 

活動拠点 
総合運動公園 

物資集積拠点 

県立医療大学体育館、茨城大学農学部体

育館、ＪＡ水郷つくば 

阿見営農経済センター（中央集荷所） 

災害ボランティア

センター 
総合保健福祉会館 

 （省略） 

第1章  災害予防計画 

（省略） 

第２節 地震に強いまちづくり 

第 1 防災まちづくりの推進 

（省略） 

３．防災拠点の整備 

（省略） 

拠点の種類 予定施設名 

災害対策本部（代

替施設） 
本庁舎 （水道事務所、中央公民館） 

医療救護所 総合保健福祉会館、各中学校 

後方医療機関 
東京医科大学茨城医療センター、県立

医療大学附属病院 

遺体安置所 旧吉原小学校体育施設 

緊急消防援助隊 

活動拠点 
総合運動公園 

物資集積拠点 

県立医療大学体育館、茨城大学農学部

体育館、ＪＡ水郷つくば 

阿見営農経済センター（中央集荷所） 

災害ボランティア

センター 
総合保健福祉会館 

  （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町民体育館を避

難所として使用

するため 
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該当ページ 修正前 修正後 修正理由 

地震-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震-25 

 

第３節  地震被害軽減への備え 

（省略） 

第２ 消火活動、救助・救急活動への備え 

（省略） 

１．出火予防 

実施担

当 

稲敷広域消防本部、教育委員会、東部ガス㈱、東京ガ

ス      ㈱、化学薬品保管事業所等 

（省略） 

２．消防力の強化 

（省略） 

(1) 消防水利の確保 

町は、防火水槽の設置及び耐震化を促進するほか、河川、ため

池、プール水の利用などの消防水利の多様化を図る。また、   

                             

              消火栓の使用不能などに備えた

管内の水利状況の把握に努める。 

(2) 消防車両・資機材の充実 

 町及び                             

                              

                              

                     

稲敷広域消防本部は、通常の消防力の強化に加え、震災時の活

用が期待される可搬式ポンプ、水槽車等の整備を推進する。 

また、停電による通信機能不能に備え、発電機や消防団無線の

充実を図るとともに、署所においては燃料の確保対策や自家発電

設備の整備を推進する。 

第３節  地震被害軽減への備え 

（省略） 

第２ 消火活動、救助・救急活動への備え 

（省略） 

１．出火予防 

実施担

当 

稲敷広域消防本部、教育委員会、東部ガス㈱、東京ガ

スネットワーク㈱、化学薬品保管事業所等 

（省略） 

２．消防力の強化 

（省略） 

(1) 消防水利の確保 

町は、防火水槽の設置及び耐震化を促進するほか、河川、ため

池、プール水の利用などの消防水利の多様化を図る。また、水道

管敷設計画及び都市計画に基づく消火栓設置計画書を作成し、効

果的な消火栓設置を行うとともに、 消火栓の使用不能などに備え

た管内の水利状況の把握に努める。 

(3) 消防車両・資機材の充実 

 町は、消防団車両の経年劣化による消防力の低下に備え、年次

計画に基づき車両の更新を行う。また、震災時の火災や停電によ

る通信機能不能に備え、発電機や消防団無線等の資機材を充実さ

せることにより、地域消防力の強化を図る。 

 稲敷広域消防本部は、通常の消防力の強化に加え、震災時の活

用が期待される（削除）水槽車等の整備を推進する。 

また、停電による通信機能不能に備え、    （削除）   

                  燃料の確保対策や自家発

電設備の整備を推進する。 

 

 

 

 

 

分社化による

名称変更の為 

 

 

 

 

 

消火栓設置計

画書として明

記 

 

 

消防団車両他

の更新につい

て明記 

 

消防団は町所

管のため記載

を一部変更 
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該当ページ 修正前 修正後 修正理由 

地震-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 要配慮者安全確保のための備え 

（省略） 

３．外国人に対する防災体制の充実 

（省略） 

(5) 外国人が安心して生活できる環境の整備 

（省略） 

2) 外国人にやさしいまちづくりの促進 

町は、避難場所等の案内板について外国語の併記    

                     など   

  に努める。 

（省略） 

第５ 要配慮者安全確保のための備え 

（省略） 

３．外国人に対する防災体制の充実 

（省略） 

(5) 外国人が安心して生活できる環境の整備 

（省略） 

2) 外国人にやさしいまちづくりの促進 

町は、避難場所等の案内板について外国語の併記や、外

国人にわかるように配慮された「やさしい日本語」などの

表現 に努める。 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

在留支援のため

のやさしい日本

語ガイドライン

（文化庁）によ

る記載追加 
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該当ペ

ージ 

修正前 修正後 修正理由 

地震-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震-46 

 

 

 

 

 

第２章 災害応急対策計画 

第１節 初動体制 

第１ 町職員の動員・配備 

（省略）＊表を一部抜粋 

種別 判断基準 配備職員 
設置

本部 

警戒配

備体制 

○町内で震度４を観測したとき

（※） 

○その他、町民生活部長が必要と

認めたとき 

〇町長、副町長、教育長、各部

長  

〇各部長が指名する職員 

〇防災危機管理課の職員 

 

警
戒
本
部 

（省略） 

 

第２ 災害対策（警戒）本部の設置・運営 
（省略） 

(4)本部の組織 

  本部員、部及び班等を組織する。*表を一部抜粋 

阿見町警戒本部 
 本 部 長 町長 

本部員 副本部長 副町長、教育長 

 本 部 付 各部長  

（省略） 

第２章 災害応急対策計画 

第１節 初動体制 

第１ 町職員の動員・配備 

（省略）＊表を一部抜粋 

種別 判断基準 配備職員 
設置

本部 

警戒配

備体制 

○町内で震度４を観測したとき

（※） 

○その他、町民生活部長が必要と

認めたとき 

〇町長、副町長、教育長、各部

長・次長 

〇各部長が指名する職員 

〇防災危機管理課の職員 

 

警
戒
本
部 

（省略） 

 

第２ 災害対策（警戒）本部の設置・運営 

（省略） 

(4)本部の組織 

  本部員、部及び班等を組織する。＊表を一部抜粋 

阿見町警戒本部 
 本 部 長 町長 

本部員 副本部長 副町長、教育長 

 本 部 付 各部長・次長 

（省略） 

 

 

 

 

町機構改

革を反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町機構改

革を反映 
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該当ペ

ージ 

修正前 修正後 修正理由 

地震-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震-49 

 

 

２．阿見町災害対策本部の設置等 

（省略） 

(4) 災害対策本部の組織 

（省略） 

*表を一部抜粋 

阿見町災害対策本部 

 本 部 長 町長 

本部員 副本部長 副町長、教育長 

 
本 部 付 

各部長 、消防団長、男女共同参画推進室

担当者 

（省略） 

 

*表を一部抜粋 

産 業 建 設 部 

◎産業建設部長 

○ 都 市 計 画 課 長 

 

 

建 築 班 都市計画課 

土 木 班 道路課、都市整備課 

物 資対策 班※ 
農業振興課、商工観光課、農業
委員会事務局 

水 道 班 上下水道課 

（省略） 

(7) 情報連絡系統 

（省略） 

*表を一部抜粋 

各部長 、本部連絡員  
本部事務局情報班 

（全体とりまとめ） 

←―― 

（伝達） 

本部連絡員 

（部内とりまとめ） 

（省略） 

２．阿見町災害対策本部の設置等 

（省略） 

(4) 災害対策本部の組織 

（省略） 

*表を一部抜粋 

阿見町災害対策本部 

 本 部 長 町長 

本部員 副本部長 副町長、教育長 

 
本 部 付 

各部長・次長、消防団長、男女共同参画推

進室担当者 

（省略） 

 

*表を一部抜粋 

物 資 建 設 部 

◎産業建設部長 

○ 都 市 計 画 課 長 

 

 

建 築 班 都市計画課 

土 木 班 道路課、都市整備課 

物 資対策 班※ 
農業振興課、商工観光課、農業
委員会事務局 

水 道 班 上下水道課 

（省略） 

(7) 情報連絡系統 

（省略） 

*表を一部抜粋 

各部長・次長、本部連

絡員 
 

本部事務局情報班 

（全体とりまとめ） 

←―― 

（伝達） 

本部連絡員 

（部内とりまとめ） 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

町機構改

革を反映 

 

 

 

 

文言の修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

町機構改

革を反映 
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該当ペー

ジ 

修正前 修正後 修正理由 

地震-72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震-93 

 

第３ 燃料・エネルギー対策 

（省略） 

２．燃料等の確保・供給 

（省略） 

(1) 重要施設の燃料等の確保 

町（総務・受援班）は、重要施設の燃料等が不足し、調達が困

難な場合、県石油業協同組合土浦支部、県高圧ガス保安協会江戸

崎支部等に対し、当該施設への燃料供給を依頼する。 
（省略） 

 

第６ 要配慮者の安全確保対策 

（省略） 

１．社会福祉施設入所者等の安全確保 

実施担

当 

福祉班、水道班、東京電力パワーグリッド㈱、東部ガス

㈱、東京ガス     ㈱、社会福祉施設の管理者 
 

第３ 燃料・エネルギー対策 

（省略） 

２．燃料等の確保・供給 

（省略） 

(1) 重要施設の燃料等の確保 

町（総務・受援班）は、重要施設の燃料等が不足し、調達が困

難な場合、県石油業協同組合土浦支部、県高圧ガス保安協会県南

支部等に対し、当該施設への燃料供給を依頼する。 
（省略） 

 

第６ 要配慮者の安全確保対策 

（省略） 

１．社会福祉施設入所者等の安全確保 

実施担

当 

福祉班、水道班、東京電力パワーグリッド㈱、東部ガス

㈱、東京ガスネットワーク㈱、社会福祉施設の管理者 
 

 

 

 

 

 

 

名称変更を

反映 

 

 

 

 

 

分社化によ

る名称変更

を反映 
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該当ページ 修正前 修正後 修正理由 

地震-108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震-109 

 

第７節 応急復旧・事後処理 

（省略） 

第３ ライフライン施設の応急復旧 

（省略） 

４．電話施設の応急復旧 

実施担

当 

本部班、東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤ

Ｉ㈱、ソフトバンク㈱、      

 

ＮＴＴ各社、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱は      、防災

業務計画に基づき、電気通信施設の被害を最小限にくい止め、電話

の早期復旧や代替サービス等の提供を図る。 

（省略） 

５．都市ガス施設の応急復旧 

実施担当 東部ガス㈱、東京ガス＿＿＿＿＿＿＿㈱ 
 

第７節 応急復旧・事後処理 

（省略） 

第３ ライフライン施設の応急復旧 

（省略） 

４．電話施設の応急復旧 

実施担

当 

本部班、東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤ

Ｉ㈱、ソフトバンク㈱、楽天モバイル㈱ 

 

ＮＴＴ各社、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、楽天モバイル㈱は、

防災業務計画に基づき、電気通信施設の被害を最小限にくい止め、

電話の早期復旧や代替サービス等の提供を図る。 

（省略） 

５．都市ガス施設の応急復旧 

実施担当 東部ガス㈱、東京ガスネットワーク㈱ 
 

 

 

 

 

 

 

新たに指定公共

機関に指定され

たため 

 

 

 

 

 

 

分社化による名

称変更を反映 
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該当ページ 修正前 修正後 修正理由 

地震-114 

 

第５ 行方不明者の捜索・遺体の処理 

（省略） 

２． 遺体の処理・埋火葬 

（省略） 

(1) 遺体の安置等 

遺体が多数の場合、町（町民班）は、関係者が遺体の検視・検案及び

一時保存並びに遺族への引き渡し等を円滑に行うための遺体安置所

（候補施設：町民体育館）を開設し、次の実施体制を確保する。 

 

 

第５ 行方不明者の捜索・遺体の処理 

（省略） 

２． 遺体の処理・埋火葬 

（省略） 

(1) 遺体の安置等 

遺体が多数の場合、町（町民班）は、関係者が遺体の検視・検案及び

一時保存並びに遺族への引き渡し等を円滑に行うための遺体安置所

（候補施設：旧吉原小学校体育施設）を開設し、次の実施体制を確保

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

町民体育館を避

難所として使用

するため 


